
 

令和５年２月２７日 

建設キャリアアップシステム事業本部 

 

建設キャリアアップシステム登録技能者向けの情報発信について 

～ （第２回配信） メールマガジン「ＣＣＵＳメンバーズメール」  ～ 

 

 

 一般財団法人建設業振興基金では建設キャリアアップシステムの技能者登録者数 100

万人突破を機に、令和４年１１月２９日付で、登録技能者の方々に向け情報発信を開始し

たところです。 

 第２回「ＣＣＵＳメンバーズメール」につきましては、２月２８日付で、建設キャリアアップシ

ステム（CCUS）の登録技能者を応援したいという事業者の方々（「CCUS応援団」）が提供

する各種特典の追加情報をはじめ、新たに CCUS登録事業者向けの特典提供等を配信

予定です。 

今後とも、ＣＣＵＳ関連情報等を継続的に提供し、ＣＣＵＳ登録技能者の皆様におかれま

しては、システムユーザーとしての意識を高めていただき、就業履歴の蓄積をはじめとす

る利活用を促進して参ります。 

 

 

＜配信先メールアドレスの変更希望の方へ＞ 

 

①建設キャリアアップシステムのログイン画面

(https://www.mobile.ccus.jp/#/gcm/01/017)から技能者本人の ID＆パスワードでログイ

ン。 

②「350_変更」→「10_変更申請」：申請内容送信（申請内容確認）画面を表示。 

③「メールアドレス」欄に新しいメールアドレスを入力し「申請」ボタンを押す。 

以上の流れで手続きを行うことが可能です。 

 

 

問い合わせ先 

  一般財団法人建設業振興基金 建設キャリアアップシステム事業本部 

  普及促進部 川浪、畠 

  メールアドレス： ccus-million@kensetsu-kikin.or.jp 

     FAX ： 03-5473-4587 

     〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-2-12 虎ノ門４丁目 MTビル２号館 

 

 

 

https://www.mobile.ccus.jp/#/gcm/01/017
mailto:ccus-million@kensetsu-kikin.or.jp
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建設キャリアアップシステム登録技能者向けのメールマガジン「CCUS メンバーズメール」 
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◆◆ブラウザ表示が上手くいかない場合は、HTML ファイルをダウンロードしてご覧ください◆◆ 

建設キャリアアップシステム 登録技能者様 

＜第２回配信にあたって＞ 

一般財団法人建設業振興基金です。 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の登録技能者の皆様を応援したいという事業者の

方々（「CCUS応援団」）が提供する各種特典の追加情報をはじめ、新たに CCUS 登録

事業者向けの特典提供等を配信いたします。 

●●●● INDEX ●●●● 

● 1.CCUS 応援団 技能者特典の追加 

 

● 2.CCUS 応援団 事業者特典の提供開始 

 

● 3.『CCUS応援自動販売機』による飲料サービスの提供開始 

 

 

  

●● 1.CCUS 応援団 技能者特典の追加 

CCUS登録技能者の方が利用できる各種特典が、前回ご紹介以降 15 特典追加されました。概要

は以下のとおりですが、特典の受け方など詳しくは CCUSホームページの下段にある「技能者特

典コーナー」（https://www.ccus.jp/p/benefits）のバナーをクリックいただくか、「CCUS登録技能者

特典」で検索しご確認願います。 

 

◆カーシェアリングサービス（タイムズモビリティ（株）） 

 新規登録時カード発行手数料０円、月額基本料金３か月０円 

 

◆ワークマンプラス 

 税込み 2,000 円以上お買い上げでボックスティッシュ１箱プレゼント（和歌山榎原店） 

 税込み 3,000 円以上お買い上げでフェイスタオルプレゼント（さいたま大和田店） 

 

◆福岡一人親方共済会 

 一人親方労災保険加入申込時、初月会費無料 

 

◆相談・コンサルティングにおける特典（順不同） 

 わたべ行政書士事務所（千葉県）、谷島行政書士法人建設業課（東京都）、行政書士法人ケイテ

ィオフィス（大阪府）、行政書士法人畠山事務所（千葉県）、行政書士ちさと法務事務所（大阪府）、

行政書士佐々木秀敏事務所（宮城県）、行政書士クレール法務事務所（大阪府）、行政書士・社会

保険労務士小山内合同事務所（石川県）、おかもと行政書士事務所（千葉県）、野村行政書士事

務所（大阪府）、行政書士法人シトラス（長崎県） 
 

●● 2.CCUS 応援団 事業者特典の提供開始   

https://www.ccus.jp/p/benefits


登録技能者向けの特典に加え、新たに CCUS登録事業者向けの特典提供が 2 月 20 日から始ま

りました。詳しくは、CCUSホームページの「最新情報」、又はホームページの下段にある「事業者

特典コーナー」（https://www.ccus.jp/p/bp_benefits）のバナーをクリックいただくか、「CCUS登録

事業者特典」で検索願います。 

 

●主な特典は、以下のとおりです。（順不同） 

【CCUS関連セミナーの開催】三井住友海上火災保険（株） 

【無料オンライン講座の受講】（株）建築資料研究社／日建学院 

【口座振込代行サービス利用料の優遇】（株）クレディセゾン 

【電動工具利用安全講習会の開催】工機ホールディングスジャパン（株） 

【新聞購読料サービス】（株）建通新聞社 

【CCUS代行申請料金サービス】（株）FIRST 

【その他】わたべ行政書士事務所、山口特許事務所、サントリービバレッジソリューション（株） 
 

●● 3.『CCUS 応援自動販売機』による飲料サービスの提供開始 

「現場の自販機で CCUSカードをタッチしたら缶コーヒーが飲めたら良いのに！」との声を叶えるべ

く、サントリーと CCUSで始まった『CCUS応援自販機』が徐々に広がっています。本年 2 月現在、

茨城、千葉、東京、神奈川、三重、大阪、兵庫、宮崎の 12 現場で、元請事業者の負担により稼働

しています。 

現場で見かけたら、CCUS カードをタッチして無料の飲料を Get して、所長に一声「ありがとう」とお

願いします。 

 

CCUSでは、今後さらに広がるよう、各方面に働きかけて参ります。 
 

●● 最後までご覧いただきありがとうございました！ 

メールマガジン「CCUS メンバーズメール」は、CCUS登録の際に連絡先としてお届けいただいたメ

ールアドレスあてに送信しています。年 4 回程度の配信を予定しています。 

 

◆配信先メールアドレスの変更希望の方は…◆ 

①建設キャリアアップシステムのログイン画面(https://www.mobile.ccus.jp/#/gcm/01/017)から技

能者本人の ID＆パスワードでログイン。 

②「350_変更」→「10_変更申請」：申請内容送信（申請内容確認）画面を表示。 

③「メールアドレス」欄に新しいメールアドレスを入力し「申請」ボタンを押す。 

以上の流れで手続きを行うことが可能です。 

 

引き続き、よろしくお願いいたします。 

※本メールは送信専用メールアドレスから配信されていますので、ご返信いただくことはできませ

ん。あらかじめご了承ください。 
 

 

 ●● 

 

●● 

 

●● 

一般財団法人 建設業振興基金 建設キャリアアップシステム事業本部 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-2-12 虎ノ門４丁目 MTビル２号館 

※メールマガジン「CCUS メンバーズメール」の配信が不要な方は、大変お手数ですが、以下の URL（グー

グルフォームを使用しています。）から配信停止をお申し出ください。  

https://forms.gle/JkMvYGHEzaSsug939 
 

 

https://www.ccus.jp/p/bp_benefits
https://www.mobile.ccus.jp/#/gcm/01/017
https://forms.gle/JkMvYGHEzaSsug939

